
 

 

        高温注意喚起情報           

 

 

※高温等により農作物に被害が確認された場合は、新庄市農林課

（TEL：0233-29-5836）までご報告ください。 

 

 

 農家全戸配布  令和５年８月３０日 （４４７号） －お問合せ－ 

新 庄 市 農 林 課 

 0 2 3 3 - 2 9 - 5 8 3 5 

Fax.0233-22-0989 
農 業 だ よ り 



        経営開始支援助成金         
 

 山形県では、県外からの移住者（Ｕターン含む）で、農業に関わる多様

な担い手が安定して営農を開始できるよう、就農資金を支援します！ 

 

 ＜ 補助対象者 ＞ 

本県への移住者（Ｕターン含む）で新たに農業経営を開始するもの 

 

 ＜ 対象者要件 ＞ 

   下記の要件をすべて満たす方 

   ①令和４年４月１日以降に県外から山形県へ移住し、令和５年４月

１日以降に営農を開始した方 

（農業経営体の専従者となったものを含む） 

   ②国庫事業（新規就農者育成総合対策）等の対象とならない方 

（農業法人等を含む） 

   ③原則、満１８以上満６５歳未満の方 

   ④認定新規就農者ではない方 

 

 ＜ 交付対象経費 ＞ 

   営農開始時に必要な経費（農地確保や資材等の購入に要する経費） 

 

 ＜ 補 助 率 等 ＞ 

   定額７５万円（１年間） 

 

 ＜ 応 募 締 切 ＞ 

   令和５年９月２０日（火） 

 

 ＜ お 問 合 せ ＞ 

   新庄市農林課農政企画室 

   TEL：０２３３－２９－５８３５ 

 

 

 

 

 

 

 

農地の転用・売買・賃借等の申請締切日について 
 

農業だより４４４号（令和５年５月３１日発行）にてお知らせのとお

り、農地台帳管理システムの変更に伴い、これまで総会当月の１０日と

して運用してきました申請締切日につきまして、総会開催月の前月末日

に変更し、あわせて、受付期間を設けさせて頂くことといたしました。

実施時期につきましては、１１月申請分からといたしますのでご理解と

ご協力をお願い申し上げます。 

 なお、各種申請に係るご相談は随時お受していますので農業委員会ま

でお問い合わせ願います。 

 

 【変更月】  

１１月申請分から 

 

 【許可申請受付期間】 

農地法第３、４、５条の規定による許可申請：毎月２０日から月末日 

※その他の申請についても、原則当月末日までに農業委員会において 

受付したものを翌月の総会で審議します。 

  

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買や貸借をする場合の、農用

地利用集積計画（農地中間管理事業を除く）に関する手続きについては、

下記のとおりとします。 

     

（具体的なスケジュール）申請は随時受付 

内容 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 

申請締切日 ７月末 ９月末 11 月末 １月末 

農業委員会に 

よる利用調整 
８月 10月 12月 ２月 

集積計画書の 

作成 
９月 11月 １月 ３月 

総会の開催 10月 12月 ２月 ４月 

公告日 

（権利移転日 

は対価の支払い

期限日を基本） 

10月末 12月末  ２月末  ４月末  

 


